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基本方針～中標津町で重要な役割を担う様々な緑～ 
○流域の財産となる自然環境としての緑[自然環境] 

○安全な生活環境の創出に寄与する緑[防災･バリアフリー] 

○多様な交流･活力を喚起する緑[コミュニティ] 

○四季折々の彩りを演出する緑[うるおい・景観] 

○多様な関係を創出する緑と緑の連携[ネットワーク] 

○町民自らが守り育てる緑との関わり[町民参加] 

配置方針～重要な役割を担う緑の配置～ 
○基本方針の具体的な展開を図り、緑の将来像の実現をするための広域の緑と市街地の緑の配置方針 

計画のフレーム～計画の実行期間および対象となるエリアと人口～ 
○計画対象期間［基本理念］  100 年    ○事業対象期間  H15～H32 
○中標津町の全域 68,498ｈａ         ○都市計画区域の全域 4,441ｈａ 
○全町人口      23,272 人（H14.3）     23,500～25,000 人（H32） 
○都市計画区域人口  19,991 人（H14.3）     20,000～23,000 人（H32） 

緑化の目標～具体的な緑化の目標値～ 
■町全域                           ■都市計画区域 
○連続した河畔林の形成を目指します。      ○町民一人当たりの公園面積を約 2倍に高めます。 
[河畔林が存在しない区間]              現在 37.3 ㎡／人（26 箇所）→将来 70.4～74.8 ㎡／人（33 箇所）

現在約 100km → 将来（100 年後）0km       ○沿道緑化の延長を延伸します。 
○現状の格子状防風林を維持します。       現在約 27km（13 路線）→将来約 33km（13 路線） 

現在約 4,400ha → 将来（100 年後）約 4,400ha   ○身近な緑との関わりや交流の場を増やします。 

○並木整備の延長を延伸します。         交流機会の増加（植樹会、花いっぱい運動、森づくりなど） 

現在約 62km（10 路線） → 将来約 173km（14 路線）   交流空間の増加（公共施設用地、公園、社寺など） 

緑の保全と緑化の施策～緑の要素に応じた事業の展開方策～ 
○山地の自然環境        ○格子状防風林       ○河畔林 
○市街地周辺の貴重な自然環境  ○公園･緑地        ○道路および街路の緑化スペース 
○身近なみどり空間       ○みどりの普及･啓発活動 

緑化重点地区～優先的に緑のプロジェクトの展開が考えられるところ～ 
○候補地１：大通～東 13 条、南 3丁目～標津川 
○候補地２：東 7条～東 19 条、南環状線～南 3丁目 
○候補地３：東 19 条～東 31 条、標津川～川沿い通 

○候補地４：西 27 線～大通、標津川～中央通り及び南 3丁目通 

中標津町緑の基本計画の構成 

緑の将来像～中標津町が目指す緑の将来像～ 
○広 域 の 緑：山林から広がり町全域に張り巡らされる緑 
○市街地の緑：既存の緑を軸とした市街地を囲う緑と市街地内の生活に密着した身近な緑 

基本理念～22 世紀へ豊かな自然と大地を引き継いでいく緑を守り・育て・活かすための計画です～ 

“緑の遺産を受け継ぎ、新世紀の緑を築く なかしべつ” 
○流域全体の自然環境を豊かにする緑の保全と創出・活用 
○市街地の生活環境を豊かにする緑の保全と創出・活用 
○パートナーシップで進める緑の保全と創出・活用 



 

１．『中標津町緑の基本計画』策定の背景 
 
“地域を豊かにする緑の自然環境の維持･保全” 

中標津町の自然環境としては、武佐岳をはじめとする山地の自然環境や標津川流域に広がる河畔林、

北海道遺産に指定されている格子状防風林が代表的なものである。 
近隣町村も含めた流域に広がる大規模な緑は、その影響の大きさについて認識した上で、広域にわた

る地域の環境を豊かなものにするためにも、現在の良好な自然環境の維持･保全が求められる。 
 

“うるおいあふれる生活環境を創出するための身近な緑の形成” 
公園緑地や道路の並木、個人の庭をはじめとする民有緑地など身近な緑は、日常の生活環境において

ゆとりや豊かさを創出するための重要な役割を担っている。 
将来的には、次世代に継承すべき生活環境の質についても考慮し、新たな緑を創出するばかりでなく、

創出後の維持管理等についても十分配慮し、既存の緑などについても実態に見合った持続可能な質の改

善が求められる。 
 

“緑を媒体としたコミュニティの形成” 

自然環境や生活環境において機能する緑は、様々な活動を展開するための機能や役割も担っている。 
これらの機能や役割を最大限活用するために、少子･高齢化が進む中での多様な年齢層、生活環境の

異なる都市と農村、持続可能な地域社会を形成するための住民と行政など、緑を媒体とした新たなコミ

ュニティを形成するための試みが求められる。 

 
“中標津町緑の基本計画の策定” 

以上のような現状から、現在中標津町においては「自然環境の維持･保全」「身近な緑の創出･維持」「コ

ミュニティの形成」の実現を目指した、緑の総合的な将来像を見据えた施策の展開を図るための計画と

して、中標津町緑の基本計画の策定が求められている。 
 

２.『中標津町緑の基本計画』策定の目的 
 

中標津町では、平成 12 年度に「活力みなぎる緑の郷土 なかしべつ ～人と自然と街の共生～」を

まちづくりのテーマとした第５期中標津町総合発展計画を策定し、これまで推進してきた産業基盤の整

備や定住基盤･生活環境をさらに充実していくとともに、積極的な住民参加のもと、新たな視点に立っ

たまちづくりに取り組んでいる。 

これに基づき都市計画区域においては、その将来目標に対応した都市の姿と、実現化のための方策を

まとめた中標津町都市計画マスタープランを策定している。一方、農業地域においても、将来にわたり

農業地域の良好な自然環境や生産環境などが維持・発展していくための目標と整備方向をまとめた中標

津町農村環境計画を策定している。 

本町を取り巻く地域づくりにおいては、生活環境におけるゆとりや豊かさを創出する緑に加え、世界

的な環境問題などに対して、様々な機能や効果を発揮する自然環境としての緑も重要性が高まっている。 

このような状況下において、豊かな自然とともに歩んできた本町の特性を活かし、様々な地域づくり

を実現していくためにも、22 世紀へ本町の豊かな自然と大地を引き継いでいく、緑を守り・育て・活か

すための計画として『中標津町緑の基本計画』を策定する。 
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３．課題の整理 
 
中標津町の緑をはじめとする様々な現状を踏まえると、町民の緑に対する期待や、求められている機

能や役割として以下のような課題が整理できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

中標津町の 
緑づくりへの課題 

・中標津町を特徴づける目指すべき緑の将来像の検討 
・町全体の防風林や河畔林をはじめとする骨格となる保全すべき緑の選定及び検討 
・市街地の公園や街路樹、自然の緑などによる町民の生活に資する緑の保全や創出、

活用の検討 
・緑の将来像を目指した保全・公園整備、緑化目標の設定と達成への検討 
・町と住民が協働し、町の緑の保全、創出、緑化、活用できる体制やシステムの検討 

 
自然環境 

・町に恩恵や安全を与える山地の自然環境、格子状防風林、河畔林の保全への検討 
・市街地の生活環境において緑の基盤となる樹林地や河畔林、河岸段丘の緑の保全へ

の検討 

 
防災・ 

バリアフリー 

・災害から町民の財産を守る山地の自然環境、格子状防風林、河畔林の保全への検討 
・防災時の避難地・災害本部などの防災拠点となる公園・緑地の確保・創出、基盤整備

への検討 
・高齢者や障害者などに配慮し、安全・安心に利用できる公園・緑地などの整備の検討 

 

コミュニィティ 

・広域的な活動拠点となる公園・緑地の整備と活用の検討 
・町の緑を代表する防風林、河畔林の自然環境を活かした活用の検討 
・市街地の身近な公園・緑地の創出・再整備と町民ニーズにあった新たな公園・緑地など

の創出方策の検討 
・町民が緑に関わる方策や空間提供への検討 

 

うるおい・景観 

・町の景観の骨格となる山地、格子状防風林、河畔林の保全への検討 
・農村・酪農景観を構成する格子状防風林、河畔林の保全、市街地、集落地景観の保全

及び景観形成の検討 
・市街地の良好な景観を形成する公園・緑地、街路の緑の創出・再整備や民有地の緑の

保全・創出、河畔林、街路などの保全への検討 

 
 

ネットワーク 

・自然生態系のネットワークとなる山地の自然環境、格子状防風林、河畔林の保全への

検討 
・町や市街地の緑のネットワークとなる市街地の公園・緑地、道路、集落地などの緑の保

全・創出・再整備・緑化への検討 
・町の財産である山地、格子状防風林、河畔林などの自然環境と生活環境のネットワー

ク、自然体験・交流を目的としたネットワーク化の検討 

緑
の
機
能
・役
割
へ
の
課
題 

 
町民参加 

・町民によるまちづくりや緑化美化活動を持続・促進、新たな活動を展開するための支

援、空間提供、ソフト、システムづくりなどの検討 
・住宅地、商業地などへの緑化を積極的に促進するための普及・啓発、システム、町の体

制や情報公開への検討 

3 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緑の基本計画 基本方針 

農村環境計画 都市計画マスタープラン 

自

然

環

境 

生

産

環

境 

社
会･

生
活
環
境 

交

流

環

境 

交
流
と
活
力
の
ま
ち
づ
く
り

自
律
と
共
生
の
ま
ち
づ
く
り

緑の基本計画 基本理念 
“緑の遺産を受け継ぎ、新世紀の緑を築く なかしべつ” 

○流域全体の自然環境を豊かにする緑の保全と創出 
○市街地の生活環境を豊かにする緑の保全と創出 
○パートナーシップで進める緑の保全と創出 

 

安
全･
安
心
の
ま
ち
づ
く
り 

 

冬
の
快
適
な
ま
ち
づ
く
り 

多様な関係を創出する緑と緑の連携[ネットワーク] 

町民自らが守り育てる緑との関わり[町民参加] 

流域の財産となる

自然環境としての緑 

[自然環境] 

安全な生活環境の

創出に寄与する緑

[防災･バリアフリー]

多様な交流･活力を

喚起する緑 

[コミュニティ]

四季折々の彩りを

演出する緑 

[うるおい･景観]

中標津町第５期総合発展計画 

活力を生み出す基盤整備 
と産業の振興 

美 し い 自 然 と調和した 
快適空間の形成 

健康で生きがいに満ちた 
地域社会の創造    

パートナーシップで進める 
まちづくり 

４．基本理念・基本方針
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広域の緑 

山地の自然環境 

格子状防風林

河畔林 

集落 

市街地 

５．緑の将来像 
緑の基本計画の将来目標となる緑の将来像については、中標津町の緑が有している特性を活かす

ため、スケールに応じた２つの将来像を設定している。 
ひとつは全町域を対象としたスケールの大きな広域の緑であり、もうひとつは都市計画区域を対

象とした身近な日常生活レベルの市街地の緑である。 
～中標津町が目指す緑の将来像～ 

○広 域 の 緑：山林から広がり町全域に張り巡らされる緑 
○市街地の緑：既存の緑を軸とした市街地を囲う緑と市街地内の生活に密着した身近な緑 

広域の緑 
・山林、格子状防風林、河畔林、並木など町の緑の骨格、基盤となる広域の緑を活かして町全域に緑

を張り巡らせるとともに、点在する市街地や集落をつなぐ緑のネットワークを形成する。 

市街地の緑 
・市街地の周囲に存在する格子状防風林、河岸段丘の緑や樹林地、河畔林などに囲まれた市街地を形

成するとともに、市街地内の公園、街路樹、河畔林などの生活に密着した身近な緑の充実を図り、

緑豊かな生活環境を形成する。 

市街地の緑 

公 園 

樹林地 

河岸段丘の緑 

河畔林 

格子状防風林 

街路樹 
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６．緑地の配置方針 
 
基本方針の具体的な展開を図り、緑の将来像の実現をするため、６つの基本方針に応じた緑地の配置

方針を設定する。 

 
 

基本方針 広域の緑 市街地の緑 

流域の財産となる 

自然環境としての緑 

［自然環境］ 

・水源涵養に寄与する山地の自然環境 

・生物の生息環境となる格子状防風林 

・水質保全に寄与する河畔林 

・生物の生息環境となる身近な樹林地 

・水質保全に寄与する河畔林 

・生物の生息環境となる河岸段丘の緑 

安全な生活環境の 

創出に寄与する緑 

［防災･バリアフリー］ 

・快適に利用できる身近なみどり空間 

・地域を災害から守る格子状防風林と河

畔林 

・災害時の防災拠点となる公園･緑地 

・災害から守るために緩衝帯となる河畔林

多様な交流･活力を 

喚起する緑 

［コミュニティ］ 

・交流･活動拠点となる身近なみどり空間 

・緑に関わる様々な活動展開が期待され

る河畔林と並木など道路の緑化スペース

・交流･活動拠点となる身近公園･緑地、

民有緑地 
・緑に関わる様々な活動展開が期待され

る河畔林、河岸段丘の緑、街路の緑化

スペース 

四季折々の彩を 

演出する緑 

［うるおい･景観］ 

・代表的な景観構成要素である山地の自

然環境 

・農村地域における重要な景観構成要素

である市街地･集落、格子状防風林、河

畔林、並木など道路の緑化スペース 

・身近な緑とのふれあいの場になる公園･

緑地 

・市街地にうるおいを提供する公共施設

緑地、民有緑地、河畔林、街路の緑化

スペース 

多様な関係を創出 

する緑と緑の連携 

［ネットワーク］ 

・自然のネットワークを形成する山地の

自然環境、格子状防風林、河畔林 
・人と人の交流活動の場となるネットワ

ークを形成する市街地、集落および道

路の緑化スペース 
・自然と人との交流を主体とした自然環

境と生活環境の交流ネットワークを形

成する市街地･集落、山地の自然環境、

格子状防風林、河畔林、道路の緑化ス

ペース 

・自然のネットワークを形成する樹林地

や河畔林 
・人と人の交流活動の場となるネットワ

ークを形成する公園緑地や身近なみど

り空間 
・自然と人との交流を主体とした自然環

境と生活環境の交流ネットワークを形

成する市街地、格子状防風林、河畔林、

沿道の緑化スペース、公園緑地や身近

なみどり空間 

町民自らが守り 

育てる緑との関わり 

［町民参加］ 

・生活環境の向上に寄与する市街地･集落

の身近なみどり空間や街路の緑化スペ

ース 
・流域全体の自然環境向上に寄与する格

子状防風林、河畔林 

・市街地のエッジを形成する樹林地 

・生活環境の向上に寄与する公園･緑地、

街路の緑化スペース 
・流域全体の自然環境向上に寄与する

格子状防風林、河畔林 
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７．緑化の目標 
 

緑の基本計画における緑化の目標では、計画のフレームにおいて設定した事業対象計

画期間に基づいて「目標年次における緑地確保目標量」「都市公園等の目標水準」「緑化

目標量」の設定を行うものとする。 

また、広域の緑（町全域）と市街地の緑（都市計画区域）のそれぞれにおいて、具体

的な緑化の目標像を定め、目標年次については、広域の緑は 100 年後、市街地の緑につ

いては平成 32 年度とし、緑の保全・創出・緑化に向けた施策の実現化を図る。 

 
目標年次における緑地確保目標量 

目標年次における緑地確保目標量ついては、都市計画区域及び将来市街地内におい

て保全すべき格子状防風林や河畔林などの地域制緑地、創出すべき都市公園などの施

設緑地を合わせたものとして緑地確保目標量を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市公園等の目標水準 
都市公園等の目標水準については、現在整備されている都市公園を含め、目標年次

までに整備する都市公園面積を住民一人当りの面積を水準として設定する。 
 

年  次 現  況 目標年次（H32） 

目標水準 37.3 ㎡／人 70.4～74.8 ㎡／人 

 

 

緑化の目標 
本町の緑化の目標については、都市計画区域内の公園整備、沿道緑化、身近な緑の

交流活動などを対象として緑化の目標を設定する。 

 

 将来市街地面積に対する割合

683.6 ha 

都市計画区域面積に対する割合

4,441.0 ha 

目標年次における 

緑地確保目標量 

概ね 

33.7 ha  4.9 ％ 

概ね 

1,036.8 ha  23.3 ％ 

年  次 現  況 目標年次（H32） 

身 近 な 緑 の 交 流 活 動 
植樹祭 
花いっぱい運動 

植樹祭、花いっぱい運動、森づくり運動、 
自然体験学習、ガーデニングコンテスト等 

緑の交流活動を展開する場所 
公園･緑地 
街路の緑化スペース

公園･緑地、街路の緑化スペース、社寺、 
公共施設用地、グラウンド、町有未利用地
等 
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■広域の緑（町全域） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■市街地の緑（都市計画区域） 
 

○連続した河畔林の形成を目指します。 
現在河畔林が存在しない区間（約 100km） 

                        将来（100 年後） 

連続した河畔林の形成 
［河畔林が存在しない区間（0km）］ 

○現状の格子状防風林を維持します。 
現況の格子状防風林（約 4,400ha） 

将来（100 年後） 

格子状防風林（約 4,400ha） 

○並木整備の延長を延伸します。 
現在の並木整備 約 62km（10 路線） 

                        将来（H32） 

並木整備 約 173km（14 路線） 

○町民一人当たりの面積を約２倍に高めます。 
現在の町民一人当たりの公園面積 37.3 ㎡（26 ヶ所） 

【北海道の一人当たりの公園面積 21.6 ㎡】 

【全 国の一人当たりの公園面積  8.6 ㎡】 

                        将来（H32） 

町民一人当たりの公園面積 70.4～74.8 ㎡（33 ヶ所） 

○沿道緑化の延長を延伸します。 
現在の沿道緑化 約 27km（13 路線） 

                        将来（H32） 

沿道緑化 約 33km（13 路線）
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○身近な緑との関わりや交流の場を増やします。 
現在行われている緑の交流活動および場所 

[植樹祭：森林公園、計根別正美公園] 
[花いっぱい運動：南 3丁目通] 

                        将来（H32） 

身近な緑の交流活動 
植樹祭、花いっぱい運動、森づくり運動、 
自然体験学習、ガーデニングコンテストなど 

緑の交流活動を展開する場所 

[公共施設用地、公園、グラウンド、社寺、町有未利用地など] 



８．緑の保全と緑化の施策 

 施策の方針 施   策 事 業 内 容 

関係機関との意見交換･合意形成

および協働 

・意見交換が行えるステージの創出 

・庁内における担当セクションの充実 

・外部機関との協力体制の構築 

山
地
の
自
然
環
境 

標津岳や武佐岳を中心とした山地の

自然環境の保全と活用を図る 

環境学習のフィールドとして活用 ・体験･参加型プログラムの企画 

関係機関との意見交換･合意形成

および協働 

・意見交換が行えるステージの創出 

・庁内における担当セクションの充実 

・外部機関との協力体制の構築 

格子状防風林の保全 ・町有林の整備に向けた計画 

環境学習のフィールドとして活用 ・体験･参加型プログラムの企画 

格
子
状
防
風
林 

現状の格子状防風林の保全と、適正な

維持･更新と活用を図る 

資源の循環 ・各事業における間伐材の導入 

関係機関との意見交換･合意形成

および協働 

・意見交換が行えるステージの創出 

・庁内における担当セクションの充実 

・外部機関との協力体制の構築 

町民参加活動による維持・更新 ・体験･参加型プログラムの企画 

河 
 

畔 
 

林 

現況の河畔林の保全と、維持･活用を

図りながら更なる充実に取り組む 

河畔林の保全 ・河畔林の整備に向けた計画 

市
街
地
周
辺
の 

貴
重
な
自
然
環
境 

樹林地や河岸段丘の緑など市街地周

辺における貴重な自然環境の実態把

握と、維持･保全を図る 

自然環境の保全・活用 

・町有地の適切な維持･更新 

・市民緑地制度などによる活用検討 

・緑地保全地区などの指定検討 

・土地所有者との合意形成 

公園の整備･充実 

・街区公園の新設整備 

・森林公園のリニューアル整備 

・街区公園の配置見直し 

・既存運動広場の都市公園化 

・住民参加型の公園づくり 

緑地の整備･充実 
・歩行者ネットワークの形成 

・市民農園、市民緑地制度などの検討

公
園･

緑
地 

新規整備や既存施設の積極的活用に

も取り組み、公園緑地の充実と、町民

と緑の関わりの活性化を図る 

公園･緑地の活用 

・住民緑化団体への支援 

・地域住民による維持管理の組織化 

・環境教育や交流プログラムの企画 
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 施策の方針 施   策 事 業 内 容 

道路空間の緑化 

・町民参加による道路の緑化 

・里親制度などによる維持管理 

・花苗供給など管理運営システムの構築

道
路
の
緑
化 

安全性などの機能に配慮しつつ、現在

定着している町民参加の花による演

出を積極的に展開していく 

緑のネットワーク形成 ・並木道による緑のネットワーク形成 

公共用地の緑化 
・新規公共用地での緑地率をルール化

・既存公共用地における緑化推進 身
近
な
み
ど
り
空
間 

民有緑地や公共施設、町有未利用地を

活用した市街地の緑豊かな環境の維

持･創出を図る 
民有地の緑化 

・町民個人による緑化活動の推進 

・緑地協定の導入検討 

・開発行為に付随する緑地の有効活用

緑の普及活動 

・緑の相談所の創設 

・緑に関する情報の蓄積 

・学校教育や生涯学習による普及 

イベント等を通じての啓発 

・緑化講習会の開催 

・植樹祭の開催 

・ガーデニングコンテストの開催 

・住民活動システムの検討 

み
ど
り
の
普
及･

啓
発
活
動 

町民の緑に対する関心やニーズに対

応した普及･啓発活動を展開する 

緑の基本計画の周知 

・ホームページへの掲載 

・パンフレットの発行 

・ワークショップの開催 
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「持続した活動の展開と地域の活性化につながるシステムの検討 

（エコマネー及び住民活動システム（案）の検討） 
 

緑化・美化活動は、本町のみならず、各市町村において各種団体が実施しているが、その活動が地

域住民全体になかなか浸透しない状況にある。 
また、コミュニティ形成、相互扶助の精神を啓発するために、栗山町、黒松内町などにおいては民

間組織によりエコマネーを導入し、ボランティア活動、福祉活動、環境保全活動などが実施され、試

験段階ではあるが地域住民に浸透し、各種活動への展開が期待されている現状である。 

中標津町においては、緑の環境を持続した緑化、保全、活用の活動を展開し、地域の活性化につな

がるシステムを構築することが必要である。 

エコマネーの成功の可否は、利用しやすいサービス内容と運営母体の育成･成熟が大きく影響する

が、現在のところ運営母体だけの問題ではなく、エコマネーの存在そのものが定着していないことが

大きな課題として存在している。このため、現実的かつ小規模なシステムで試行運用を行いつつ、シ

ステムの定着化と運営母体の育成を図っていくエコマネー導入ステージと、エコマネーの望ましい姿

である将来ステージの２段階に分けてシステムの導入を図ることが望まれる。 

導入ステージでは、公園緑地をはじめとする維持管理費のコスト縮減を目的とした、草刈や清掃な

どの維持管理のための労働サービスを住民に提供してもらい、パークゴルフ場やプールなどの公共施

設の利用促進を目的とした利用券を還元するという、小規模かつ簡潔なシステムが現実的なプランと

して考えられる。 

導入ステージの運用を図りつつ、運営母体の育成を目的とした、これまでに中標津町が支援し、町

民が参加した『（仮称）自然と緑のファンクラブ』などの体制化を図ることが望まれる。 

将来ステージにおいては、公共施設利用券から発展した「エコマネー（地域通貨）システム」を導

入し、中標津町、企業、町民とのパートナーシップ活動を促進し、緑の活動を通して交流・コミュニ

ティの形成、地域活性化、緑の活動や自然・生活環境への意識の向上につながる組織、システムの構

築を図る。 
町民が参加する緑の活動については、緑化活動、美化活動、森づくり、自然体験・観光活動、園芸

相談・手伝い、緑のイベントなどが考えられ、これらの活動を通して緑の環境の向上はもとより、町

民同志が出会い、交流を深める活動となることが望まれる。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
エコマネー（地域通貨）及び住民活動システム導入ステージ（案）

中標津町 

エコマネー 

運営担当 

公共施設 

管理担当 
一般町民 

①維持管理作業 
要望ヒアリング 
(作業代価要求)

②維持管理作業 
要望書提出 

(作業代価供給)

④維持管理作業 
サービス提供 

③維持管理作業 
参加案内 

 
⑤作業代価提供 

⑥利用券(作業代価)の使用:公共施設の利用促進 
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ＪＲ跡地の緑道

運動広場の都市公園化 
運動広場の都市公園化 

（街中の歩行者ネットワーク）

都市のエッジを形成する 

緑地担保の取り組み 

街区公園の新設 

森林公園のリニューアル 

街区公園の配置見直し 

 
 
 
 
 
 
 

 河岸段丘の緑(民有地の樹林) 

 河岸段丘の緑(町有地の樹林) 

 保安林 

 保安林(将来) 

 標津川河川敷地内の貴重な緑 

 民有地の貴重な緑 

 町有地の貴重な緑 

 国有地の貴重な緑 
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公園･緑地などの創出 

河岸段丘の緑･樹林地･河畔林などの市街地周辺の貴重な自然環境 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 民有地 

 公共の所有地 

公園､公共施設用地､町有未利用地など
緑の交流活動の展開が可能な場所 
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9．緑化重点地区 

中標津町緑の基本計画の実現に向け、次の点に着目して緑化を重点的に取り組む地区を抽出

し、地区レベルの詳しいプランを策定する。 
「まちの顔を意識して緑化に取り組む地区」 
「住宅団地の整備など市街地開発事業と連係して緑化・保全に取り組むことのできる地区」 
「都市公園を核として町民及び地域住民の憩いの場の創出を図る地区」 

 
緑化重点地区の意義 

緑化重点地区を定める意義としては次の点が挙げられる。 
・緑の基本計画を実現するための様々な手法を全域に展開することが理想であるが、ま

ちづくりの動向、計画の熟度、地元の意向など地区毎で条件が異なり、現実的には困

難といえる。 

・特定の地区に絞り、公園整備など公共事業による緑化、住民による民有地の緑化、住

民と行政が連携した緑化の推進や保全など、緑の基本計画が目指す姿を目に見える形

にすることによって、他の地区での緑化意識の高まりなどの波及効果が期待でき、緑

の基本計画策定の目的をより早期に達成することにつながる。 

・緑化重点地区を定めた区域には緑化重点地区総合整備事業などの公共事業投入により、

公共公益施設の緑化に際して補助金を受けることが可能となる。 

 
緑化重点地区候補地の抽出 

冒頭で示した観点から緑化重点地区の候補地を抽出し、地区内の意向や各計画の熟度

に応じて緑化重点地区を設定する。緑化重点地区の計画を策定後、緑化重点地区総合整

備事業の導入、緑化施設整備計画の認定、またはその他の事業手法により実施する。緑

化重点地区の計画は各地区の状況を勘案して、逐次、地区の追加、変更による緑化重点

地区の計画を策定するものである。 

 

「まちの顔を意識して緑化に取り組む地区」としては、商業地域、官公庁の集積する

中央通周辺の中心市街地（候補地１）を対象とする。 

「住宅団地の整備など市街地開発事業と連係して緑化・保全に取り組むことのできる

地区」としては、住宅地整備が計画されている東 13 条付近の高台及びますみ川周辺（候

補地２）と、同じく住宅地整備が計画されているまこと団地に隣接する標津川左岸の未

利用地（候補地３）を対象とする。 

「都市公園を核として町民及び地域住民の憩いの場の創出を図る地区」としては、西部地

域内の運動公園建設地、末広公園、街区公園が周辺に立地している住宅地（候補地４）を

対象とする。 
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候補地 
候補地１ 

大通～東 13 条、南 3 丁目～標津川 

地区の現況 

・大規模店舗のほか様々な商店が集積し、中標津町の中心市街地を形成している。 

・総合文化会館、釧路土現中標津出張所、根室支庁中標津合同庁舎、釧路地方法務局中標津出

張所、中標津農協、経済センタービル、交通センターなどの公的機関が集中している。 

・まとまった緑としては標津川沿いの河畔林や、３箇所の街区公園や総合文化会館広場があげら

れる。 

・南３丁目通り沿いに町内会で花を植えている。 

地区の課題 

・公園などの植栽地や河畔林があるもののそれぞれ規模は大きくなく、全体的に緑が乏しい。 

・国道沿いに街路樹が植えられているが、電線にかかる、除雪の障害になる、交通安全上の見とお

しを妨げるなどの問題点が指摘されている。 

・地区内で土地利用の主体となっている官公庁などの公共施設まわり、商店やお寺などの民有地で

の緑化が期待される。 
・中央児童公園は保育園に隣接し、占有的な使い方をされている。 

地区の目標像 緑豊かな中標津の中心市街地 

地区の緑化方針 

・官公庁などの公共施設の敷地においては、積極的に緑化を推進し、改築や統廃合など土地利用

を変えるような機会があれば、緑化する面積を広く確保するよう要請する。 

・国、道、町の各官公庁の施設周りでは、積極的な緑化を図る。 

・お寺や商店に対して可能な場所での高木の植栽、窓際・壁へのハンギングフラワー設置など緑化

の要請、援助を働きかける。 

・南３丁目で実践している花による沿道の緑化を当地区内の他の街路への展開、推進に取り組む。

・街路樹が病虫害などにより枯損した場合には、花の植栽による更新整備についても考慮する。 

・公園、公共施設の道路沿いでは、大木となるような高木類を導入し、緑陰の形成を図る。 

・適正な利用をされていない街区公園は、敷地を移動し住民の利用に供するよう新たに整備する。
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緑化重点地区の整備イメージ(候補地 1)

花による沿道緑化 

公園の配置見直し

樹林の保全（民有地）

官公庁まわりの緑化 

樹木の保全 

窓際壁画の緑化（民有地）

町民の参加による緑化（町有地）

公園の良好な維持管理 

道路沿へ高木の導入

町中の歩行者ネットワーク 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

候補地 
候補地２ 

東７条～東１９条、南環状線～南３丁目 

地区の現況 

・住宅地が集積する閑静な地区である。 

・地区内には小学校、中学校、霊園、近隣公園・街区公園各１個所が立地する。 

・地区内を河岸段丘が横断しているほか、ますみ川が住宅地内を流れるなど、特徴的な自然地形を

示す。 

・バイパス沿いにある程度まとまった広さの樹林がある。 

・以上の施設内の植栽地や河岸段丘上の緑、ますみ川河畔の緑、残された樹林などにより比較的緑

の多い住宅地を形成している。 

・霊園の背後地に住宅団地整備が予定されている。 

・バイパス沿いに開発行為時の帰属地が未利用のまま残っている。 

・霊園と東 13 条通の間にも未利用地が残っている。 

・南３丁目通り沿いに町内会で花を植えている。 

地区の課題 

・河岸段丘の緑は市街地を形成する上でのエッジとして、中標津町の景観上の特徴を表すものとし

て、身近な生活環境をうるおすものとして貴重な緑と位置付けられ、その保全が望まれる。 

・ますみ川及び河畔の緑も身近な自然、生活に潤いをあたえるものとして貴重である。 

・新しく整備される住宅団地は、既存の樹林を活かしながら、緑あふれゆとりのある住環境形成が望

まれる。 

・地区内にあるまとまった広さの未利用地は、緑化の推進にあたり有効活用が望まれる。 

・東 13 条通に近接する街区公園は老朽化が進んでいる。 

地区の目標像 みんなで創る緑があふれるまち 

地区の緑化方針 

・河岸段丘の緑は、緑地保全地区の制定など現状の貴重な自然環境を保全するための検討に取り

組む。 

・町有あるいは民有の未利用地を、町民が参加して森をつくる場所としての活用に取り組む。 

・ますみ川及び河畔の緑を保全し、可能な場所では親水施設の整備を検討する。 

・新たに整備する住宅団地では、あらかじめ各宅地内の樹木や草花の種類や数量など、緑化に関す

るルール化に取り組むよう要請、援助を働きかける。 

・小中学校の外周部で緑化の充実を図る。 

・南３丁目で実践している花による沿道の緑化を当地区内の他の街路への展開、推進に取り組む。 

・老朽化した公園を住民のニーズに応えるように再整備する。 
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花による沿道緑化 
ますみ川河畔緑地の保全（民有地）

河岸段丘の緑の保全（民有地）

緑化に配慮した土地利用が望まれるゾーン 
（民有地） 

町民が参加して創る森（町有地の活用）

学校緑化の充実

既存樹林の保全（町有地）

公園のリニューアル

公園のリニューアル 

住民同士のルール化に取り組み緑化を図ること

が望まれる新しい住宅地（民有地） 

緑化重点地区の整備イメージ(候補地 2)



 
 
 
 

候補地 
候補地３ 

東１９条～東３１条、標津川～川沿通 

地区の現況 

・樹林地が多く残る地区である。 

・エゾリンドウ群生地がある。 

・家庭菜園が立地している。 

・住宅団地整備の候補地である。 

地区の課題 ・樹林を極力残しながら、緑あふれゆとりのある住環境形成が望まれる。 

地区の目標像 周辺の自然にとけ込む心休まるまち 

地区の緑化方針 

・住宅団地造成の際には、まとまったボリュームの樹林を残すとともに、エゾリンドウ群生地

を保全し、住む人や町民にとっての貴重な緑を憩いの場として守り育てることができるよう

に要請、援助を働きかける。 

・新たに整備する住宅団地では、あらかじめ各宅地内の樹木や草花の種類や数量など、緑化に

関するルール化に取り組むよう要請、援助を働きかける。 
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家庭菜園の利用 

エゾリンドウ群生地や既存樹林他の保全（民有地）

住民同士がルールを決めて緑化を図る住宅地（民有地） 

緑化重点地区の整備イメージ(候補地 3)



 

候補地 
候補地４ 

西 27 線～大通、標津川～中央通り及び南３丁目通 

地区の現況 

・商店街を含み、大半は住宅地となっている。 

・地区内に小学校、近隣公園１個所、街区公園２個所が立地するほか、運動公園を建設中である。

・営林署の苗畑が立地している。 

・南３丁目通り沿いに町内会で花を植えている。 

地区の課題 

・営林署苗畑跡地の有効利用が望まれる。 
・末広公園のアイスホッケーリンク、スケートリンクが老朽化しているため、運動公園に移転を計画し

ている。 
・清泉児童公園は、幼稚園が隣接し占有的に利用されている。 
・皆川児童公園は、地区会館が基準の建ぺい率を越えている。 
・ＪＲ跡地の有効利用が望まれる。 
・泉町内広場は運動場として利用されており、今後とも良好な維持管理が望まれる。 

地区の目標像 公園緑地に囲まれた快適なまち 

地区の緑化方針 

・運動公園の建設を推進すると共に、公園内では町民の手による森づくりをすすめる。また、標津川

の改修にあわせて公園との一体利用を図る。 
・営林署苗畑跡地は運動公園と一体となって市街地のエッジとなるような森づくりをめざす。 
・末広公園は地域のニーズを把握し、利用者から親しまれる公園をめざしリニューアルする。 
・適正な利用や整備がなされていない街区公園は、敷地を移動し住民の利用に供するよう新たに整

備する。 

・心地よい歩行者空間の創出をめざし、地域住民との合意形成を図りながら、緑道などとしてＪＲ跡

地の整備に取り組む。 

・河岸段丘の緑は、緑地保全地区の制定など現状の貴重な自然環境を保全するための検討に取り

組む。 

・お寺や商店に対して可能な場所での高木の植栽、窓際・壁面へのハンギングフラワー設置など緑

化の要請、援助を働きかける。 

・南３丁目で実践している花による沿道の緑化を当地区内の他の街路への展開、推進に取り組む。 

緑化重点地区の整備イメージ(候補地 4)

標津川河川敷内の貴重な緑 

公園の良好な維持管理 

運動広場の都市公園化 

公園の配置見直し 

町民参加による緑化 

公園のリニューアル 

商業施設等の窓際、壁面の緑化

公園の配置見直し 

花による沿道緑化（民有地）

緑道の整備 
公園の良好な維持管理

学校の緑化の充実 

河岸段丘の緑の保全（民有地）

市街地のエッジとなる森づくり

樹林の保全（民有地）

町中の歩行者ネットワーク 

公園施設の推進 
町民が参加するまちづくり（一部）

河川と公園の一体的利用 
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10.中標津町緑の基本計画展開方策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広域の緑 市街地の緑 緑の交流活動 

萌
芽
期
【
普
及
啓
発
・
現
状
把
握
】 

成
長
期
【
課
題
検
討
・
計
画
策
定
】 

結
実
期
【
計
画
実
施
・
継
続
展
開
】 

・広域での合意形成を図る

ためのステージづくり 

・広域にわたる貴重な自然

環境の実態把握 

・緑化重点地区の選定 
・市街地の貴重な自然や現

況の緑の実態把握 
・民有地緑化に関する普及

啓発 

 

・緑に関心を持ち、緑にふ

れる契機となる植樹会な

どのイベントの開催 
・様々な住民参加システム

の試行運用（エコマネー

など） 

・インストラクターの育成

・地域レベルでの合意形成

を図るための協議、検討 
・良好な自然環境を保全す

るための施策検討 
・格子状防風林整備／保全

計画の策定 
・河畔林整備／保全計画の

策定 

・緑化重点地区総合整備事

業計画の策定 
・良好な自然環境を保全す

るための施策検討 
・民有地緑化の活発な展開

を支援するための施策検

討 

・緑づくりを担う森づくり

や、多様な自然環境を堪

能できるイベントプログ

ラムの充実化を図るため

の方策検討 

・参加者意識の育成 

・良好な自然環境保全する

ための支援策展開 
・格子状防風林整備事業、

維持管理 
・河畔林整備事業 

・緑化重点地区総合整備事

業による公園、緑地の整

備 
・良好な自然環境保全する

ための支援策展開 
・民有地緑化活動を支援す

るための緑の供給、維持

管理などの施策展開 

・住民がインストラクター

となった多様なイベント

展開 

・学校教育や生涯学習との

連動した活動の展開 

・住民が主体となったエコ

マネーシステムの定着 

・日常生活に密着した緑づ

くりの展開 
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中標津町緑の基本計画 

～緑の遺産を受け継ぎ、新世紀の緑を築く なかしべつ～

 

 

 

参 考 資 料 編 

 



１.策定の経緯 

（１）策定の体制 
中標津町緑の基本計画は、都市計画区域にとどまらず全町域を対象とした計画となっている。

したがって、町長へ報告を行なう最終的な意思決定機関（検討会）は、都市計画審議会の枠を超

えた組織が担うこととなった。 
検討会の構成メンバーとしては、今までの主要なまちづくり計画に携わった委員、管理を行な

う立場の代表者、行政側の代表者により構成されている。 
検討の流れとしては、事務局の提案内容を庁内プロジェクト会議で検討し、ワークショップの

結果とともに検討会に報告し、計画の内容について最終的な判断を仰いでいる。 
都市計画審議会へは計画検討の節目の段階で報告を行い、都市計画区域内の項目について審議

を行なっている。 
また、計画の内容、今後の事業展開が多岐にわたることから、建設委員会と景観審議会へも計

画の概要および今後の取り組みなどについて報告している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町長

検討会

まちづくり町民会議，都市マス・農村環境計画・景観審議会委員，

緑化及び管理サイド代表，建設水道部街づくり推進室長，経済部

農林課長 

建
設
委
員
会
・
都
市
計
画
審
議
会
・
景
観
審
議
会 

庁内プロジェクト会議 

事務局

ワークショップ 
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（２）策定の経緯 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１回ワークショップ 
[8 月 31 日] 

・タウンウォッチング 
・現状の緑に対する感想 

第１回検討会 
[8 月 30 日] 

・緑の現状と課題 
・整備にあたっての配慮事項 

第２回ワークショップ 
[9 月 26 日] 

・緑に関する個人の取組み 
・小さな公園や身近な緑 
・農村部等の公園緑地 
・実験的な取り組み 

第１回庁内プロジェクト 
[9 月 26 日] 

・緑に関する事業概要 
（対象となる緑、取り組み） 

第４回ワークショップ 
[11 月 28 日] 

・緑の基本計画の中間報告について 
・プロジェクトを実現していくために 
・企画書を作ってみよう 

第３回庁内プロジェクト 
[11 月 12 日] 

・第２回検討会の報告について 
・プロジェクト（案）について 

第２回検討会 
[11 月 11 日] 

・基本理念･基本方針(案)の確認 
・緑地の配置方針の確認 
・緑化と緑の保全についての施策（案）に

ついての意見交換 

第３回ワークショップ 
[10 月 24 日] 

・基本理念･基本方針(案)について 
・緑地の配置方針について 
・中標津町の緑のあるべき姿を実現する

ために 
・優先的なプロジェクト（案）について 

第２回庁内プロジェクト 
[10 月 24 日] 

・基本理念･基本方針(案)について 
・緑地の配置方針について 
・緑の保全と緑化の施策（案）について
・プロジェクト（案）について 

都市計画審議会                建設委員会 
[12 月 10 日]                 ［1 月 24 日］ 

・緑の基本計画の中間報告 

第３回検討会 
[12 月 2 日] 

・緑の基本計画の中間報告について 
・第２回検討会の反映事項の確認 
・新たな提案事項に関する意見交換 

第４回庁内プロジェクト（その１） 
[11 月 28 日] 

・緑の基本計画の中間報告について 
・新たな提案事項に関する意見交換 

第５回庁内プロジェクト 
[3 月 7 日] 

・これまでの経緯について 
・緑の基本計画の取りまとめについて 

第４回検討会 
[3 月 11 日] 

・これまでの経緯について 
・これまでの検討会反映事項の確認 

景観審議会                   建設委員会 
[3 月 26 日]                    ［4 月 21 日］ 

・緑の基本計画の概要報告 

第４回庁内プロジェクト（その２） 
[12 月 2,3 日] 

・緑の基本計画の中間報告について 
・新たな提案事項に関する意見交換 
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２.策定への参加者 

（１）中標津町緑の基本計画検討会 名簿 
森田 正治（会長）、岩野 靖（副会長）、志田 純司、畑 義政、佐藤 良文、 
板野 哲身、三友 由美子、佐藤 セキ、渡辺 忠、須田 悟 

    
 
 

（２）中標津町緑の基本計画ワークショップ参加者名簿 
阿部 強、阿部 隆弘、雨宮 慶一、石崎 龍彦、伊藤 友子、伊藤 香里、 
岩野 美津子、岩本 四郎、及川 ただ子、大野 ヒロ子、角田 光明、加藤 孝則、 
加藤 勝二、川嶋 金公、菅野 三夫、岸井 良策、北山 崇憲、日下 雪夫、 
串山 明朗、合田 耕造、後藤 幸子、坂下 毅、佐々木 哲、佐藤 セキ、 
佐藤 光弘、佐藤 武志、志田 純司、杉野 進市、高山 義則、殿守 富、 
中田 千佳夫、中畑 和成、端 祐子、日野沢 譲、福井 芳一、藤田 恒久、 
町田 明弘、松村 啓市、松村 康弘、水野 美津子、三友 由美子、宮崎 敏行、 
安江 八五郎、山本 則康、油谷 勝弘 
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（３）庁内プロジェクト参加者名簿 

    【平成 13 度】 

太田 清則（本部長）、須田 悟（副本部長）、矢本 正信、阿部 隆弘、西村 穣、 

水戸 勝一、船越 信雄、高玉 良次、尾崎 均、笠井 雅治、中嶋 則憲、 

矢島 竜二、高橋 善貞、山崎 信明、坂下 毅、本多 敏春、上田 進、山宮 克彦 

    【平成 14 度】 

太田 清則（本部長）、須田 悟（副本部長）、西村 穣、阿部 隆弘、上田 進、 

水戸 勝一、中野 康志、高玉 良次、天野 英典、根岸 功雄、中嶋 則憲、 

高橋 善貞、山崎 信明、坂下 毅、本多 敏春、菅野 三夫、沖津 哲郎 
 
    【参考】平成 14 年度人事異動により部員の変更 

矢本正信⇒西村 穣  西村 穣⇒上田 進  船越信雄⇒中野康志 
尾崎 均⇒天野英典  笠井雅治⇒根岸功雄  上田 進⇒菅野三夫 
山宮克彦⇒沖津哲郎  矢島竜二⇒なし 
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中 標 津 町 緑 の 基 本 計 画 
～緑の遺産を受け継ぎ、新世紀の緑を築く なかしべつ～ 

 

編集・発行  中標津町 建設水道部 街づくり推進室 街づくり推進係 

 

〒086-1197 

北海道標津郡中標津町丸山 2 丁目 22 番地 

電 話 01537-3-3111（代表） 

ＦＡＸ 01537-3-5333 




